
沖縄振興特別措置法 (概要)

総 論

○沖縄の置かれた特殊な諸事情※1に鑑み、沖縄の自主性を尊重しつつ
その総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自立的発展に資する
とともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与することが目的

第１章 総則

歴史的事情 先の大戦における苛烈な戦禍。その後、四半世紀に及ぶ米軍の占領・統治
地理的事情 本土から遠隔。広大な海域(東西1000km, 南北400km)に多数の離島
社会的事情 国土面積0.6%の県土に在日米軍専用施設･区域の70.3%が集中。脆弱な地域経済

➤ 昭和47(1972)年の沖縄の本土復帰時に制定された「沖縄振興開発特別措置法」を起源とする地域振興法(10年の時限立法を改正・延長し、現在は第5次に相当)
➤ 平成14(2002)年の改正では、法目的を「本土との格差是正」(社会資本整備等による基礎条件の改善)から、「民間主導の自立型経済の構築」に変更
➤ 平成24(2012)年の改正では、沖縄県の主体性を尊重する観点から、沖縄振興計画の策定主体を国から県に変更するとともに、いわゆる一括交付金制度等を創設

第３章 産業の振興

第５章 文化の振興等

第６～８章 均衡ある発展、基盤の整備等

① 観光の振興
➣ 観光地形成促進地域
➣ 沖縄型特定免税店制度
➣ 航空機燃料税の軽減措置

② 情報通信産業振興地域及び特別地区
③ 産業高度化・事業革新促進地域
④ 国際物流拠点産業集積地域
⑤ 経済金融活性化特別地区
⑥ 農林水産業の振興に関する努力義務規定
⑦ 電気の安定的かつ適正な供給の確保
⑧ 中小企業経営革新制度の特例
⑨ 沖縄振興開発金融公庫の業務特例

(新事業に必要な出資)

① 地域文化の振興に関する配慮規定
② 良好な景観の形成、自然環境の保全

及び再生に関する努力義務規定
③ 子育ての支援に関する配慮規定、

障害を有する青少年等に対する援助に
関する努力義務規定

④ 科学技術の振興に関する努力義務規定
⑤ 国際協力・国際交流の推進に関する

努力義務規定

① 無医地区等における医療の確保等に関する配慮規定
② 離島地域の福祉・教育に関する配慮規定、

離島の旅館業への税制優遇措置
③ 交通の確保等に関する配慮規定 (新たな鉄道、軌道

その他の公共交通機関の整備の在り方の調査･検討等)
④ 情報流通の円滑化･通信体系の充実に関する配慮規定
⑤ 公共事業に係る高率補助等の特例措置
⑥ 沖縄振興交付金(使途の自由度の高い一括交付金)

○ 不発弾等に関する施策の充実に関する配慮規定

第４章 雇用の促進等

① 失業者求職手帳制度等
② 人材の育成等に関する努力義務規定

○国(内閣総理大臣)は、沖縄振興の意義や方向、基本的事項を
定めた「沖縄振興基本方針」を策定(総理決定)

○沖縄県(知事)は、基本方針に基づき、各分野の振興に関する
事項等を定めた「沖縄振興計画」を策定

○沖縄振興に関する重要事項(新たな沖縄振興の在り方等)等を
審議するため、内閣府に「沖縄振興審議会」を設置

第２章 沖縄振興計画等 / 第９章 沖縄振興審議会

各 論

附 則

※1

【平成24年改正法の附則】 酒税・揮発油税の軽減措置の延長、所有者不明土地の実態調査等に関する規定（復帰特別措置法の一部改正）／沖縄振興開発金融公庫の統合期限の延長（行政改革推進法の一部改正） 等

等

期限：令和3(2021)年度末



沖縄振興基本方針の概要

国が考える沖縄振興の意義や方向、基本的視点、県が沖縄振興計画の策定を行う際の指針を規定

※沖縄振興特別措置法改正（Ｈ２４．３）により、沖縄県の自主性を最大限尊重する観点から、国が沖縄振興基本方針を策定し、これに基づき、
沖縄県が沖縄振興計画を策定する仕組みを導入 （従来は、国が同計画を策定）

構 成

位置づけ

Ⅰ 序文

Ⅱ 沖縄振興の意義及び方向

１ 沖縄振興の意義

国として引き続き沖縄振興に取り組む必要性を規定

２ 沖縄振興の方向

各般の施策や事業に取り組むにあたっての基本的な方向を規定

（１）沖縄の優位性を生かした民間主導の自立型経済の発展
（２）我が国及びアジア・太平洋地域の発展に寄与する２１世紀の

「万国津梁」の形成
（３）潤いのある豊かな住民生活の実現

３ 沖縄の振興に当たっての基本的な視点
（１）多様な主体による連携・協働

・地元の創意工夫を生かした主体的な取組の尊重
・主体間・施策間連携
の必要性を規定

（２）選択と集中、検証

・施策・事業の選択と人材・予算等資源の集中
・施策等の進捗状況や効果の検証・見直し
の必要性を規定

沖縄振興に関する以下の政策分野ごとの基本的な指針を規定

１ 観光、情報通信産業、農林水産業その他の産業の振興

（例）観光・リゾート産業
・リーディング産業として持続的な発展に向けて、外国人観光客
の誘客拡大と観光の高付加価値化を進める
・また、多様化する観光ニーズに対応できる人材の育成、沖縄の
地域資源を活用した滞在型観光の推進、他産業との連携促進
等を図る

２ 雇用の促進及び職業の安定

３ 教育・人材の育成及び文化の振興

４ 福祉の増進及び医療の確保

５ 科学技術の振興

６ 情報通信の高度化

７ 国際協力及び国際交流の推進

８ 駐留軍用地跡地の利用

９ 離島の振興

１０ 環境の保全並びに防災及び国土の保全

１１ 社会資本の整備及び土地の利用

１２ その他

Ⅳ 沖縄振興の推進に関する事項

沖縄振興交付金の執行に当たっての基本的な留意事項、沖縄振興
計画の中間年（５年後目途）の見直しについて規定

Ⅲ 沖縄の振興に関する基本的な事項

基本方針の位置づけを規定
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